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１．開　会 

２．議　事 
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　　答申案の検討・承認について 

　　　① 答申案の全体構成について 
　　　② 取り組みへの改善に向けた提案について 

　　　③ 取り組み内容の評価 

④ 条例の見直しについて 

　 
３．事務連絡 
 
４．閉　会 
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第 3 回審議会（10/18 開催）での主な意見（報告） 

 
№ 分類 意見

 

１
大学との協働 

について

・健康は医学部が主体となるが、ベジチェックや野菜の関

連であれば農学生命科学部も関係してくるので、多方面

で協働できればよいのではないか。 

・市が主導して、弘前大学の医学部以外の学科や他大学に

も働きかけてサポートしながら取り組むことで、参加す

るハードルも下がり、広がりが出てくるのではないか。

 

２
事業者との協働 

について

・遊び感覚でできるものなど、健康への入口を楽しいもの

にすれば、自然と意識付けができて、結果的に広がりが

出てくると思う。 

・具体的な野菜摂取量がわかる取り組みについて、スーパ

ーや飲食店とタイアップすると、生活に近い部分で取り

組みやすいのではないか。 

・市内のスポーツチームの協賛企業は特に取り組みに理

解があるので、協賛企業に対してプロスポーツチームに

よる健康セミナーを開催すればよいのではないか。 

・訪問型の QOL 健診の取り組みが素晴らしいので、さら

に取り組みや周知を強化し、継続してほしい。 

・弘前大学が健康分野で研究開発したものについて、市の

農業や商工業と連携を深められるとよいのではないか。 

・弘前はダンスが有名なので、ダンスと健康を結びつける

のはどうか。

 

３

事業者の従業員の 

健康増進に対する 

意識や取り組みを 

促す方策

・市が健康づくりの企業側のメリットや市の健康関連制

度を周知することで、企業の福利厚生を通じた制度利用

などにつながるのではないか。 

・中小企業が自分達で福利厚生の取り組みを企画するの

は負担がかかるので、業界団体に対して補助する仕組み

があればよいのではないか。 

・労働者の健康が生産性を上げるなど、企業にとって大切

なことであるということを伝え、企業の意識を高めるこ

とが必要ではないか。 

・働き盛り世代で家庭を持つ人は親だけで出かけづらい

ので、親子でできる運動教室などがあれば参加しやす

く、親子のスキンシップも取れてよいのではないか。 

・業種や業務内容に応じて健康の取り組みの提案を変え

る、というアプローチの仕方をすれば良いと思う。

資料１
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４

事業者の健康増進 

事業への参加に 

ついて

・単に補助金の申請を受け付けるだけでなく、取り組みに

関連して必要となる場所の斡旋など、踏み込んだサポー

トが必要だと思う。 

・運動を継続することが大事なので、継続して補助できる

仕組みや続けることの大切さを伝える取り組みが必要

だと思う。 

・取り組みへの経費補助事業の場合、プランをあらかじめ

市側が用意するなど事務手続きを市がサポートするこ

とで、企業側の負担が減り取り組みやすくなると思う。 

・制度利用者を企業内のサークル単位でも認めるなど、参

加のハードルを下げることが大事ではないか。

 

５
社会的健康 

について

・「社会的健康」の考え方も大事。ご近所との関係、高齢

者の孤立防止、障がい者の社会参加など、社会で生活す

る上で満足できる自分の立場があると健康寿命にもつ

ながっていくのではないか。

 

６
精神面の健康 

について

・働き盛り世代に対して、運動教室など肉体的な健康面だ

けではなく、メンタルケアなど、精神的な健康面にもア

プローチした取り組みがあれば良いのではないか。



資料２

（案） 

 

 

弘前市協働によるまちづくり基本条例に 

基づく市の事業等の審議について 

（答申） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１２月 

弘前市協働によるまちづくり推進審議会 
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第１　審議の方法及び経過 

　本審議会は、弘前市協働によるまちづくり基本条例（以下「条例」という。）第３３条

の規定に基づき設置され、条例及び弘前市協働によるまちづくり推進審議会運営規則の

定めにより運営したところであります。審議会は、「１　条例と各種計画、事業等の整合

性に関すること。」、「２　条例の見直しに関すること。」、「３　事業遂行等の改善に関す

ること。」を担任事務としています。 

　市は現在、「健康都市弘前」の実現を目指し、市民の健康のため各種事業に取り組んで

いるところです。条例では、市民の幸せな暮らしを実現するため、各主体が協働で取り

組むこととしていることから、本年度の審議会では、令和６年７月１０日付け弘市協発

第６５号により「市民と事業者との協働による健康づくりの取り組み」について諮問を

受け、市が市民や事業者と協働で行っている健康づくりの取り組みの課題や問題点を検

証し、市民の健康につながる効果的な取り組みについて、また取り組みが条例の内容に

則したものとなっているかについて審議を行いました。 

　審議に当たっては、「市民との協働による健康づくりの取り組み」、「事業者との協働に

よる健康づくりの取り組み」の２つの要素に分け、それぞれの取り組みについて、下記

の審議の視点から検証・検討を行いました。 

 

１　市民との協働による健康づくりの取り組み 

＜審議の視点＞ 

視点１　各取り組みの課題に対する方策について 

視点２　「市民との協働による健康づくりの取り組み」を、一層豊かにするための方

策について 

①協働相手の選定（「市民」の概念の多様化、募集方法、養成の内容・方法等） 

②協働相手の拡充（「健康」の概念、「健康都市弘前」の概念の解釈等） 

③協働の手法（役割分担） 

　視点３　委員の自由な視点 

 

２　事業者との協働による健康づくりの取り組み 

＜審議の視点＞ 

　視点１　各取り組みの課題に対する方策について 

　視点２　「事業者との協働による健康づくりの取り組み」を、一層豊かにするための

方策について 
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①大学と協働する場合に考慮すること 

②事業者の従業員の健康増進に対する意識や取り組みを促す方策について 

③「健康とまちのにぎわい創出事業」について（感想・意見） 

　視点３　委員の自由な視点 

　 

 

　○第１回審議会 

　　（開催日） 

　　　令和６年７月１０日（水） 

　　（内　容） 

　　　・諮問 

・審議会の趣旨及び役割等について 

・令和５年度答申に対する市の取り組み状況の報告 

・令和５年度 協働によるまちづくりに関するアンケート結果の報告 

・今年度の審議方針等について 

・審議 

 

　○第２回審議会 

　　（開催日） 

　　　令和６年９月６日（金） 

　　（内　容） 

　　　・「市民との協働による健康づくりの取り組み」について審議 

 

○第３回審議会 

　　（開催日） 

　　　令和６年１０月１８日（金） 

　　（内　容） 

　　　・「事業者との協働による健康づくりの取り組み」について審議 

 

　○第４回審議会 

　　（開催日） 

　　　令和６年１１月２１日（木） 

　　（内　容） 

　　　・答申案の検討及び承認  
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第２　今年度審議した取り組みに係る弘前市協働によるまちづくり基本条例関連条文 

（市民の役割） 

第８条　市民は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。 

　(３)地域において安心安全に暮らしていけるように、自らがその環境づくりに取り

組むよう努めること。 

（事業者の役割） 

第１２条　事業者は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。 

　(２)安心して暮らせるまちを作る一翼を担うこと。 

（執行機関の役割） 

第１４条　執行機関は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。 

　(１)市民の生命、身体及び財産を守るとともに、福祉の向上を図ること。 

 

第３　市の取り組み 

　審議会事務局から、次のように市内で実施している「市民や事業者と協働して実施し

ている健康づくりの取り組み」の内容について説明を受け、課題等を洗い出しました。 

 

１　市民との協働による健康づくりの取り組み 

　・ひろさき健幸増進リーダー活動支援事業（健康増進課） 

・弘前市健康づくりサポーター制度（健康増進課） 

・食生活改善推進員活動支援事業（健康増進課） 

・ＱＯＬ健診普及推進事業（健康増進課） 

・こころの健康づくり事業（健康増進課） 

・健康とまちのにぎわい創出事業（企画課） 

 

　＜課題＞ 

　　・各会員（健幸増進リーダー・健康づくりサポーター・食生活改善推進員）の高齢

化や活動する会員の固定化。 

　　・新規で健康づくりサポーター会員になる人員が減少している。 

　　・働き盛り世代への食育活動の展開が充実していない。 

　　・ゲートキーパー養成講座の受講者数が伸び悩んでいる。 
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２　事業者との協働による健康づくりの取り組み 

　・健康とまちのにぎわい創出事業（企画課） 

　・働く女性の健康促進事業（企画課） 

　・あと７０ｇ野菜を食べよう推進事業（企画課） 

　・働き盛り世代への運動教室開催事業（スポーツ推進課） 

　・「健康都市弘前」推進企業認定制度（商工労政課） 

　・相馬地区まるごと健康塾（相馬総合支所民生課） 

　・働き盛り世代の健康アップ推進事業（健康増進課） 

　・岩木健康増進プロジェクト推進事業（健康増進課） 

　・いきいき健診事業（健康増進課） 

 

＜課題＞ 

　・セミナー参加者の満足度は高いが、参加者の職場などへ広がりが感じられない。 

　・野菜摂取量が可視化出来るベジチェックの活用の場を広げる必要がある。 

　・企業の職員への健康づくりに対する意識醸成がまだまだ低いと感じる。 

　・働き盛り世代の健康アップ推進事業の補助申請をする企業が少なくなっている。 
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第４　取り組み内容の評価及び条例の見直しについて 

１　取り組みの評価について 

　今年度の諮問内容について審議した結果、対象となる取り組みについては、身体的な

健康面だけでなく、精神的な健康面にアプローチした取り組みへの工夫、中小企業の福

利厚生に働きかける取り組みなど、一部改善すべき点は見受けられるものの、おおむね

条例の趣旨に沿って行われていると評価します。 

 

２　条例の見直しについて 

　第２記載の今年度の審議に関連する条例の条文については、見直しが必要とされる箇

所は特に認められませんでした。 

 

【写真】審議の様子 
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第５　改善に向けた提案 

　第４で述べたとおり、市民と事業者との協働による健康づくりの取り組みについては、

おおむね条例の趣旨に沿って行われていますが、これまで以上に内容の充実を図るため、

下記の諸点を提案します。 

 

１　「市民」との協働 

　　　「市民」との協働で行われている健康づくりの取り組みは、健幸増進リーダー・

健康づくりサポーター・食生活改善推進員にほぼ限定されているだけでなく、いず

れも新規の希望者は減少し、高齢化や会員の固定化がみられる。さらに、健幸増進

リーダーについては養成講座が平成２７年度に終了しており、新たなリーダーが補

充されていない、などの特徴がある。 

 

（１）健幸増進リーダーについては、体育やスポーツの指導者を養成している学部や

学科とも協働して、健幸増進リーダーの養成講座の見直しを図り、新たな人材育

成の仕組みづくりについて検討すること。 

 

（２）若い世代の担い手を増やすため、養成講座の開催時間や、活動時間を見直すな

ど、仕事をしながら参加できる方法を検討すること。 

 

（３）子どもの健康を考える親世代が参加するきっかけになるよう、子どもを対象と

した食育講座や親子教室などの場を利用して、活動への参加を呼びかけるよう努

めること。 

 

（４）市の健康診査や妊婦健診などの機会を利用して、活動の紹介やメリットなどを

伝える取り組みを継続して行うこと。 

 

（５）「こころの健康づくり事業」の普及啓発の取り組みについて、不安や悩みなど

を聞いてもらう傾聴ボランティアを、病院以外の場所でも気軽に利用できる環境

づくりについて検討すること。 
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２　「大学」との協働 

　　「事業者との協働事業」の取り組みは９事業あるが、４事業が市内の大学もしく

は大学を含む事業者との協働であり、大学は「医療系」であることに特徴がある。 

 

（１）「医療系」の大学・学部との協働が多いが、例えばベジチェックや野菜関連の

取り組みであれば、農学生命科学部（弘前大学）などとの協働も可能である。取

り組み内容に応じて、「医療系」以外の大学・学部に協働を広げることを検討す

ること。 

 

（２）「相馬地区まるごと健康塾」については、弘前医療福祉大学・短期大学及び学

生との協働を継続し、「相馬地区まるごと」健康意識の向上や行動変容に結びつ

けること。 

 

（３）「健康とまちのにぎわい創出事業」は、遊び感覚で、楽しく、自然に、「健康と

まちのにぎわい創出」に取り組むきっかけとなる事業である。今後一層、産官

学、そして市民との協働による「参加者に有益となる健康イベント」となるよう

工夫すること。 

 

 

３　「企業」との協働 

　　　「企業との協働事業」は、比較的新しい協働が多いのが特徴である。 

 

（１）事業規模の小さい市内の中小企業が、独自に福利厚生の取り組みを企画したり

実行することは負担が大きい。「業界団体」とも協働して、個々の企業の健康意

識の向上や行動変容活動への取り組みの支援を検討すること。 

 

（２）働く世代にとって、職場は一日の生活時間の大半を占め、健康面でも重要な生

活空間となっている。従業員の身体面だけでなく、精神面の健康づくりにも取り

組むことが企業の生産性の向上にもつながることを、継続して広報したり、企業

に対し健康づくりのための具体的な方策を提案して一緒に取り組むなど、支援の

方法について検討すること。 
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（３）働き盛り世代は、職場での人間関係や職務内容の重責など、精神面での負担も

大きいことから、運動教室など身体面からの取り組みだけでなく、ストレスへの

対処法やリフレッシュの方法など、メンタルヘルスの観点からも取り組むよう努

めること。 

 

（４）「あと 70ｇ野菜を食べよう推進事業」は、具体的な数値が入っていることで、

わかりやすくインパクトがあり、実際の健康意識の向上や行動変容に結びつきや

すい事業である。市内のスーパーマーケットや飲食店とも協働してイベントを実

施するなど、身近なところから工夫すること。 

 

（５）「働き盛り世代への運動教室開催事業」については、市内のスポーツチームの

協賛企業は取り組みに理解があると思われるため、「協賛企業」との協働を進め

るよう努めること。 

 

（６）「働き盛り世代の健康アップ推進事業」については、ハード面などの支援に加

えて、例えば運動教室を定期的に実施するなど継続的な取り組みをしている企業

を支援したり、補助金申請のハードルを下げるために業種や業務内容に応じた効

果的な健康管理のプランを提示して事務手続きをサポートするなど、支援を拡大

する方法を検討すること。 

　 

 

４　その他　―社会的健康― 

　　　上記の提言は、「こころ」（精神的健康）と「からだ」（身体的健康）の健康につい

てのことが多かった。しかし現代は、人と人との社会的環境が、「こころ」と「から

だ」の健康に良くも悪くも強い影響を与える時代である。地域社会や職場はもとよ

り、市民生活のあらゆる場面において、居場所や生涯学習の機会を創出するなど、

市民を孤立させない社会的健康のための仕組みづくりを、併せて検討すること。 
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第６　資料 

１　弘前市協働によるまちづくり推進審議会委員名簿 

（敬称略） 

 氏名 所属等

 
第１号委員　知識経験のある者

 　野口　拓郎 弘前圏域移住交流デザイナー

 〇藤岡　真之 弘前学院大学社会福祉学部　教授

 第２号委員　公共的団体等の推薦を受けた者

 　下山　世江子 中南地域ＶｉＣ・ウーマンの会

 　大藪　貴雄 一般社団法人弘前青年会議所　副理事長

 　山田　禎人 弘前市町会連合会　理事

 　大西　晶子 特定非営利活動法人 SEEDS NETWORK　理事長

 　鴻野　孝典 弘前市社会教育協議会　会長

 安田　昭弘 社会福祉法人弘前市社会福祉協議会　事務局長

 　大塚　えりか 弘前市消防団女性分団　班長

 　□西　聖子 ひろさき健幸増進リーダー会　監事

 　斎藤　明子 弘前市食生活改善推進員会　会長

 　花田　流久 大学コンソーシアム学都ひろさき

 第３号委員　公募による市民

 　松山　秀和 公募委員

 　女川　茉菜 公募委員

 第４号委員　その他市長が必要と認める者

 
◎佐藤　三三

元弘前市自治基本条例市民検討委員会委員長 

弘前大学　名誉教授

 ※◎＝会長、○＝会長職務代理者

 ※任期は令和７年７月１８日まで
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２　諮問書 

   



 

本市は、歴史・文化資源を数多く有するとともに、 

緑豊かな自然環境に恵まれています。 

 

また、学都として教育も充実し、地域のコミュニティによる 

活動も根付いているなど、自然との共生を図りながら、 

地域ならではの文化・生活が営まれてきました。 

 

先人たちが築き上げてきたこの住みよいまちは、 

今後も時代に応じ、新たなものを取り入れながらしっかりと育て、 

次代を担う子どもたちへ継承していかなければなりません。 

 

この住みよいまち、「あずましい　ふるさと」を 

笑顔でつないでいくためには、弘前を愛する心を育み、 

まちづくりの担い手を育成するとともに、 

協働によるまちづくりを行っていく必要があります。 

 

したがって、市民の主体性を尊重するという 

まちづくりの基本理念や市民、議会及び執行機関の役割、 

それらによる協働のあり方を具体化した 

まちづくりの仕組みなどを明らかにし、 

その仕組みに基づく継続的な取組により、 

市民の幸せな暮らしを実現するために、 

本市のまちづくりの基本とする 

弘前市協働によるまちづくり基本条例を制定します。 

 

 

「弘前市協働によるまちづくり基本条例」前文



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘前市協働によるまちづくり基本条例に基づく 

市の事業等の審議について（答申） 

 

令和６年１２月 

 

作成　弘前市協働によるまちづくり推進審議会 

問い合わせ先 

〒036-8551　弘前市大字上白銀町１番地１ 

弘前市 市民生活部 市民協働課 協働推進係 

電　話　０１７２－４０－７１０８（直通） 

ＦＡＸ　０１７２－４０－２２５０ 

Ｅメールアドレス　shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp
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第２・３回審議会での答申案の基になった意見 

１「市民」との協働 

【答申案の基になった委員の意見】 

○健幸増進リーダー養成講座について 

・これまでの高度な内容でなくても、市民に気軽に教える程度の運動を覚えられるような内

容であれば、予算もかけずにリーダーを増やしていけるのではないか。 

・これまでの養成講座は医学部で開催していたが、教育学部の体育学科などでも運動指導の

講座はできると思うので、他の大学や学科などに働きかけて、養成講座を行えばよいので

はないか。 

 

○担い手を増やす取り組みについて 

・仕事をしながらでも参加しやすいよう、養成講座の開催時間や活動時間などの工夫が必要

ではないか。 

・子どもたちを対象とした食育の出前講座などで働きかけるなどの仕組みがあれば、子ども

の健康を考えるためにも親が活動に参加するきっかけになるのではないか。 

・親子教室など、実際に参加してみると楽しいことがわかるので、参加してもらう機会を増

やすために、広報の表紙に載せるなど、目に留まるような発信をすれば良いのではないか。 

・若い人は自分の健康診断のときが健康に興味を持つきっかけになると思うので、健診会場

に健幸増進リーダーなどの活動がわかるポスター等が掲示されていれば、活動を知るきっ

かけになるし、活動することで自分の健康にもつながるなどメリットも発信できれば良い

のではないか。 

・市の妊婦健診で働きかけするなどの取り組みをすることで、そのときは時間がなくても、

後で余裕ができた時にやってみようと思うかもしれないので、瞬間的な成果だけでなく、

長い目で見て成果が出るように継続して取り組んでいくことが必要ではないか。 

・悩みを聞いてくれる傾聴ボランティアがいるが、病院などの窓口にいる場合が多いので、

もっと気軽に利用できる環境があれば良いと思う。 

 

 

 

 

資料 3
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【答申案】 

１　「市民」との協働 

　　「市民」との協働で行われている健康づくりの取り組みは、健幸増進リーダー・健康

づくりサポーター・食生活改善推進員にほぼ限定されているだけでなく、いずれも新規

の希望者は減少し、高齢化や会員の固定化がみられる。さらに、健幸増進リーダーにつ

いては養成講座が平成２７年度に終了しており、新たなリーダーが補充されていない、

などの特徴がある。 

 

（１）健幸増進リーダーについては、体育やスポーツの指導者を養成している学部や学科

とも協働して、健幸増進リーダーの養成講座の見直しを図り、新たな人材育成の仕組

みづくりについて検討すること。 

 

（２）若い世代の担い手を増やすため、養成講座の開催時間や、活動時間を見直すなど、

仕事をしながら参加できる方法を検討すること。 

 

（３）子どもの健康を考える親世代が参加するきっかけになるよう、子どもを対象とした

食育講座や親子教室などの場を利用して、活動への参加を呼びかけるよう努めるこ

と。 
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２「大学」との協働 

【答申案の基になった委員の意見】 

・健康の取り組みは医学部が主体となることが多いが、ベジチェックや野菜関連であれば農

学生命科学部なども関係してくるので、多方面で協働できれば良いのではないか。 

・市が主導して弘前大学の医学部以外の学科や他大学にも働きかけてサポートしながら取

り組むことで、ハードルも下がり、広がりが出てくるのではないか。 

・遊び感覚でできるものなど、健康への入口を楽しいものにすれば、自然と意識づけができ

て、結果的に広がりが出てくると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【答申案】 

２　「大学」との協働 

　　「事業者との協働事業」の取り組みは９事業あるが、４事業が市内の大学もしくは大学

を含む事業者との協働であり、大学は「医療系」であることに特徴がある。 

 

（１）「医療系」の大学・学部との協働が多いが、例えばベジチェックや野菜関連の取り組み

であれば、農学生命科学部（弘前大学）などとの協働も可能である。取り組み内容に応

じて、「医療系」の大学・学部に協働を広げることを検討すること。 

 

（２）「相馬地区まるごと健康塾」については、弘前医療福祉大学・短期大学及び学生との協

働を継続し、「相馬地区まるごと」健康意識の向上や行動変容に結びつけること。 

 

（３）「健康とまちのにぎわい創出事業」は、遊び感覚で、楽しく、自然に、「健康とまちの

にぎわい創出」に取り組むきっかけとなる事業である。今後一層、産官学、そして市民

との協働による「参加者に有益となる健康イベント」となるよう工夫すること。
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３　「企業」との協働 

【答申案の基になった委員の意見】 

・業界団体に健康の取り組みの提案を変えるアプローチの仕方をすれば良いのではないか。 

・中小企業が自分達で福利厚生の取り組みを立案するのは負担がかかるので、業種ごとの団 

体に対して補助する仕組みがあれば良いのではないか。 

・仕事で悩んでいる場合に、会社の中には相談しづらいので、外部のサポートする機関にア

プローチできれば良いと思う。 

・働き盛り世代に対して、運動教室など肉体的な健康面からの取り組みだけでなく、ストレ

スへの対応や、余暇を充実させる方法、リフレッシュの方法などメンタルケアの側面から

アプローチする取り組みがあれば良いのではないか。 

・事業者の従業員の健康増進に対する意識や取り組みについて、精神的な面からの入口があ

った方が、幅が広がって取り組みを促しやすいと思うので、行政も一緒に考えて、取り組

めば良いと思う。 

・労働者の健康が生産性を上げるなど、企業にとって大切なことであるということを伝え、

意識を高めることが必要ではないか。 

・具体的な野菜摂取量がわかる取り組みについて、スーパーや飲食店とタイアップすると、

生活に近い部分で取り組みやすいのではないか。 

・ラーメンを食べる市民が多いので、例えばラーメン屋にベジチェックを置いて野菜の摂取

量が自然と分かる仕組みになれば面白いのではないか。 

・市内のスポーツチームの協賛企業は特に取り組みに理解があるので、協賛企業に対してス

ポーツチームによる健康セミナーを開催すれば良いのではないか。 

・従業員の健康増進を考えるのであれば、運動教室を続けて行うなど継続的な取り組みが必

要になるので、継続的な取り組みに対しての補助制度もあれば良いと思う。 

・取り組みへの経費を補助する事業の場合、プランをあらかじめ市側が用意するなど事務手

続きを市がサポートすることで、企業側の負担が減り取り組みやすくなると思う。 
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【答申案】 

３　「企業」との協働 

　　「企業との協働事業」は、比較的新しい協働が多いのが特徴である。 

 

（１）事業規模の小さい市内の中小企業が、独自に福利厚生の取り組みを企画したり実行す

ることは負担が大きい。「業界団体」とも協働して、個々の企業の健康意識の向上や行動

変容活動への取り組みの支援を検討すること。 

 

（２）働く世代にとって、職場は一日の生活時間の大半を占め、健康面でも重要な生活空間

となっている。従業員の身体面だけでなく、精神面の健康づくりにも取り組むことが企

業の生産性の向上にもつながることを、継続して広報したり、企業に対し健康づくりの

ための具体的な方策を提案して一緒に取り組むなど、支援の方法について検討するこ

と。 

 

（３）働き盛り世代は、職場での人間関係や職務内容の重責など、精神面での負担も大きい

ことから、運動教室など身体面からの取り組みだけでなく、ストレスへの対処法やリフ

レッシュの方法など、メンタルヘルスの観点からも取り組むよう努めること。 

 

（４）「あと 70ｇ野菜を食べよう推進事業」は、具体的な数値が入っていることで、わかり

やすくインパクトがあり、実際の健康意識の向上や行動変容に結びつきやすい事業であ

る。市内のスーパーマーケットや飲食店とも協働してイベントを実施するなど、身近な

ところから工夫すること。 

 

（５）「働き盛り世代への運動教室開催事業」については、市内のスポーツチームの協賛企業

は取り組みに理解があると思われるため、「協賛企業」との協働を進めるよう努めるこ

と。 

 

（６）「働き盛り世代の健康アップ推進事業」については、ハード面などの支援に加えて、例

えば運動教室を定期的に実施するなど継続的な取り組みをしている企業を支援したり、

補助金申請のハードルを下げるために業種や業務内容に応じた効果的な健康管理のプラ

ンを提示して事務手続きをサポートするなど、支援を拡大する方法を検討すること。
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４　その他　―社会的健康― 

【答申案の基になった委員の意見】 

・生活の中での近所付き合いなどの人間関係、高齢者の孤立防止や障がい者の社会参加など、

社会で生活していくうえで自分の置かれている状況・立場に満足することが「社会的健康」

につながっていくと思う。 

・高齢者・障がい者の社会参加や居場所づくり、生涯学習などが健康寿命につながっていく

と思う。 

 

 

 

【答申案】 

４　その他　―社会的健康― 

上記の提言は、「こころ」（精神的健康）と「からだ」（身体的健康）の健康についてのこ

とが多かった。しかし現代は、人と人との社会的環境が、「こころ」と「からだ」の健康に

良くも悪くも強い影響を与える時代である。地域社会や職場はもとより、市民生活のあら

ゆる場面において、居場所や生涯学習の機会を創出するなど、市民を孤立させない社会的

健康のための仕組みづくりを、併せて検討すること。


